
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

八

五

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
八
五
号

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
閣
僚
等
の
執
務
室
を
直
ち
に
禁
煙
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
閣
僚
等
の
執
務
室
を
直
ち
に
禁
煙
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

現
在
、
政
務
三
役
の
執
務
室
に
つ
い
て
、
政
務
三
役
本
人
の
判
断
で
喫
煙
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
府

省
庁
は
、
政
務
三
役
の
執
務
室
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
臣
室

国
家
公
安
委
員
会
及
び
財
務
省

副
大
臣
室

財
務
省
（
二
か
所
）

政
務
官
室

財
務
省
（
二
か
所
）

二
に
つ
い
て

政
務
三
役
の
執
務
室
に
つ
い
て
喫
煙
を
可
能
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
各
府
省
庁
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
が
、
現
在
国
会
で
審
議
中
の
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
第
三

条
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
第
五
号
ロ
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
お
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
の
庁
舎
（
行
政
機
関
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
使
用
す

一



る
施
設
に
限
る
。
）
は
屋
内
を
禁
煙
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
改
正
法
案
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
政
務
三
役
の
執
務

室
も
含
め
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
屋
内
は
禁
煙
と

な
る
。

二


